
業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針（平成２８年版）【概要】 

  

■目的・概要 

業務継続の確実な実施に資することを目的に、発災時において官庁施設に求められる機能

やそれを満たすための具体的手法を定めたものです。 

 

■主な内容 

・耐震安全性、対津波に関する性能の確保の考え方について 

・必要となる電力、通信・情報、給水・排水、空調、監視制御、エレベーター等に係る基幹

設備機能を確保の考え方について 

・施設機能の現状把握や対策方法等について 

 

■主に使用する時期 

 工事完成後 

 

■適用方法 

この指針に基づき、官庁施設の機能確保について検討します。 

 

■適用に当たっての留意事項 

・政府業務継続計画（首都直下地震対策）や中央省庁業務継続ガイドラインも併せて確認

する必要があります。 

内閣府ＨＰhttp://www.bousai.go.jp/taisaku/chuogyoumukeizoku/index.html 

 


